
2021年4月1日

厚 生 労 働 省

宮 崎 労 働 局 労働基準部 監 督 課

介護事業者の勤務環境について



本日の内容

テーマ1 労使トラブルの防止
(１)労働条件通知書の交付
(２)就業規則の作成・周知

テーマ２ 労働者の労働時間
(１)労働時間・休憩
(２)時間外労働
(３)年次有給休暇

テーマ３ 賃金関係
(１)賃金・割増賃金
（２)最低賃金額

テーマ４ 労働契約の解除
(１)解雇・退職
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労働契約について

労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働する（働く）ことと、使用者がその労
働に対して賃金（給料）を支払うという契約（お互いの合意による約束）です。

労働

労働契約

働きます給料を
払います

給与

契約自由の原則

■契約の内容は、労働者と会社で、対等の立場において、合意で決めるのが原則

です。 （曖昧な契約をすると、トラブルに発展する可能性が大）



労働条件の明示（労基法第１５条）

使用者が労働者を
採用するとき

賃金、労働時間
その他の労働条件を
書面などで明示

義務付け
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目的
労働契約の

「あいまいさ」の排除

労働者
使用者労 働 条 件 通 知 書 に 記 載

知らないと安心
して働けない

知ってもらわない
と安心して働いて
もらえない
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主な労働条件は文書で

（書面による明示）

□ いつからいつまで働くのか（雇用期間）
※期間の定めのない場合もあります。

□ 雇用期間が決まっている場合は更新の基準

□ どこでどんな仕事をするのか
（勤務地や業務内容）

□ 勤務時間や休憩時間、休日など

□ 給料はどのように支払われるのか
（給料額の計算方法、支払の時期）

□ 辞めるときの決まり（退職や解雇）

使用者は、特に重要な次の６項目については、口約束だけではなく、きちん
と書面（労働条件通知書）を交付しなければいけません（労働基準法第15条）。

（書面でなくても必ず明示） □ 昇給
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主な労働条件は文書で（２）

□ 退職手当に関すること

□ 賞与などに関すること

□ 食費、作業用品などの負担に関すること

□ 安全衛生に関すること

□ 職業訓練に関すること

□ 災害補償などに関すること

□ 表彰や制裁に関すること

□ 休職に関すること

定めをした場合に明示しなければならないこと
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厚生労働省ホームペー
ジの「様式」を参照労働条件通知書（モデル様式）
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就業規則（労基法第８９条）
労働条件や就業上遵守すべき規律に関する

具体的な細目を定めたもの

「職場のルールブック」

●使用者の人事権。
●労働者の服務規律などの基本。

職場のルールの大原則

●労使双方に遵守義務。
権利も義務も就業規則が根拠。

閲覧の権利等

●労働者(パート、アルバイトを含む)は
いつでも就業規則を閲覧できる。

× 金庫に保管
〇 見やすい場所に掲示・備付

※就業規則は、労働基準法などの関係法令、又は労働協約に反してはいけません。
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就業規則の記載事項
・常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、次の事項を記載した
就業規則を作成・届出しなければならない。（労基法第８９条）

（絶対的必要記載事項）

□ 勤務時間や休憩時間、休日、休暇など

□ 給料はどのように支払われるのか、昇給

（給料額の計算方法、支払の時期）

□ 辞めるときの決まり（退職や解雇）

（相対的必要記載事項）

□ 退職手当に関すること

□ 賞与、最低賃金額などに関すること

□ 食費、作業用品などの負担に関すること

□ 安全衛生に関すること

□ 職業訓練に関すること

□ 災害補償などに関すること

□ 表彰や制裁に関すること

厚生労働省ホームページ
「モデル就業規則」を参照

退職金の支給
条件を記載

賞与の支給
条件を記載



就業規則届出例
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労働時間の原則（労基法第32条）

（休憩時間は除く）

労働時間

※原則、残
業・休日出勤
はできません。

残業・休日出
勤は、一定の
手続きが必要
（例外規程）。

介護事業者：週４４時間（事業場規模9人以下）
週４０時間（事業場規模１０人以上）
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移動時間の考え方
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労働時間の適正な把握

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
（2017年1月20日策定）

労働時間とは
⇒ 使用者（管理者）の指揮命令下に
置かれている時間

例えば・・・

■義務づけられた準備（所定の服装へ
の着替え等）や業務終了後の後片付

■待機等の時間（手待時間）

■義務づけられた研修・教育・訓練の
受講や、業務に必要な学習等の時間

■黙示的なもの〈仕事が多く、勝手に
残って仕事をしている（使用者黙
認）〉、いわゆる暗黙の了解
etc…

労働時間の把握方法
⇒ 始業・終業時刻を確認し、記録

①原則的な確認方法

■自ら現認することにより確認

■タイムカード、ＩＣカード、パソコンの
使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認

②自己申告制により行わざるを得ない場合

■適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明

■必要に応じて実態調査

etc…

◆ 長時間労働、サービス残業の防止

労働の実態＝労働時間の把握が重要
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社会福祉施設において特に問題となる事例

●労働時間として取り扱っていない事例
・交替制勤務における引継時間
・業務報告書等の作成
・利用者へのサービスに係る打合せ、会
議等の時間

・使用者の指揮命令に基づく施設行事等
の時間とその準備時間

・事業場と訪問介護利用者宅との移動時
間や複数の訪問介護利用者宅の間の移
動時間

・使用者の指示に基づく研修時間
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休 憩 時 間（労基法第３４条）

労働時間が

４５分以上の
休憩

６０分以上の
休憩

労働時間が
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休憩（第34条）その２

休憩時間は

途中付与 自由利用一斉付与

原 則原 則

商業、保健衛生業、接客娯楽業などは適用除外

これは「休憩時間」とは
認められません。
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休憩時間の問題事例

●休憩時間の問題事例
・要員不足等から夜勤時間帯の休憩が確保されない。
・正午～午後１時などの所定の休憩時間に利用者の食事
介助等を行う必要が生じ、休憩が確保されていない。

・休憩時間に、薬の仕分け、痰の吸引を行う。
・電話当番、来客当番
労働時間になる

●休憩時間の管理上の問題点
・休憩が確実に与えられているかを管理する者がいない。
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１か月単位の変形労働時間制（労基法第３２条の２）

１か月単位の変形労働時間制

就業規則等
又は

労使協定

① 変形期間（１か月以内）と起算日

※労使協定は有効期間を定め労働基準監督署長に届け出ます。

変形期間（１か月以内）を定め、期間を平均し

て１週間あたりの労働時間が、40時間等の法定労働時間
を超えない範囲で各日・各週の所定労働時間を特定する。

就業規則又は労使協定を労働基準監督署長に届け出る

② 変形期間中の各日、各週の労働時間

④ 有効期間（労使協定による場合）

③ 変形期間中の各労働日の始業・終業時刻

定める事項

各変形期間に対応する

所定労働時間の総枠

労働時間

１か月

の暦日数

法定労働時間が
４４時間の場合

法定労働時間が
４０時間の場合

１９４．８時間

１８８．５時間

１８２．２時間

１７６．０時間

１７７．１時間

１７１．４時間

１６５．７時間

１６０．０時間

３１日の場合

３０日の場合

２９日の場合

２８日の場合

（参考）
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1年単位の変形労働時間制の採用（労基法第３２条の４）

１年単位の変形労働時間制

労使協定

②対象範囲（１か月越え１年以内）

変形期間（１か月超え１年以内）を定め、期間

を平均して１週あたり４０時間を超えない範囲で、かつ対象
期間における労働日、労働日ごとの労働時間を特定する。

③対象期間における労働日、
労働日ごとの労働時間

④協定の有効期間

定める事項

①対象者の範囲 ３６６日
（うるう年）

３６５日
年間暦日数

１日の所定労働時間数
年間休日日数

１３４日
１０５日
１００日
９７日

８８日

※８６日

※８６日

１３４日
１０５日
９９日
９６日

８７日

※８５日

※８５日

９時間
８時間
７時間５０分
７時間４５分

７時間３０分

７時間１５分

７時間

（参考）

※労使協定は有効期間を定め労働基準監督署長に届け出ます。

就業規則、労使協定等を労働基準監督署長に届け出る

◎１週間の限度５２時間、１日の限度１０時間、週４８時間を超える回数制限、１年間の労働日数の限度など

※ 要 件
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時間外及び休日の労働（労基法第36条）

行わせる場合には

休日労働時間外労働

36※ 36協定届＝時間外労働及び休日労働に関する協定届
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36協定は労使で締結

●36協定●

必要な事項を協定し

事前に、所轄の労働基準
監督署長に届け出ること

時間外労働

休日労働 が可能になる

の間で

使用者
・

過半数労働組合
または

過半数代表者
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時間外労働の上限規制（２０１９年４月～）

時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として、月45時間・年360時間。

「臨時的な特別の事情」がなければ、これを超えることはできない。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・・・・・・年720時間以内
・時間外労働＋休日労働 ・・・月100時間未満、２～６か月平均80時間以内

とする必要があります。

原則である月45時間を超えることができるのは、年６か月まで。

上限規制のイメージ

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月ま
で)
年720時間
複数月平均80時間
＊
月100時間未満＊
＊休日労働を含む

法律による上限
（原則）
月45時間
年360時間

上限規制のポイント

（臨時的に必要がある場合の例）
・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫・大規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応



P１３～

原則として、
1日の上限
規制はない。

確認して
チェックを入れ
る。

４５時間以下 ３６０時間以下

３６協定の記載例（限度時間内の場合）
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確認して
チェック
を入れる。

４５時間以下 ３６０時間以下

1枚目は、臨時的な特別な事情がない場合を協定（作成）

特別条項（１枚目）

３６協定の記載例（限度時間を超える場合）
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１００時間未満 ７２０時間以下

２枚目は、臨時的な特別な事情を協定（作成）

特別条項（２枚目）

確認して
チェック
を入れる。

３６協定の記載例（限度時間を超える場合）
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年次有給休暇（労基法第39条）

①雇入れの日から
６か月継続勤務し

①雇入れの日から
６か月継続勤務し

②全労働日の
８割以上出勤

②全労働日の
８割以上出勤

労働者
請求権の発生

使用者
時季変更権

※ 事業の正常な運営を妨げる場合

以後は１年経過ごとに②の条件を
満たせば所定の年次有給休暇を与える



※週所定労働時間が４日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者は ②の付与日数となる。

年次有給休暇の付与日数①－通常の労働者の場合

6.5
以上

5.54.53.52.51.50.5
勤続

年数

20181614121110
付与

日数

週所定労働日数が５日（年217日）以上
または

週所定労働時間が30時間以上の労働者
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年次有給休暇の付与日数②－短時間労働者の場合

継続勤務年数
１年間の

所定

労働日数

週所定

労働日数 6.5
以上

5.54.53.52.51.50.5

15131210987
169日～
216日

4日

111098665
121日～
168日

3日

7665443
73日～
120日

2日

3332221
48日～

72日
1日

※週所定労働日数が週５日以上又は週所定労働時間が30時間以上の労働者は ①の付与日数となる。

週所定労働日数が４日（216日）以下
かつ

週所定労働時間が30時間未満の労働者
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年５日以上の年休の確実な取得・出勤率と繰越

出勤率 ９割 ６割 ８割 ９割 ６割

新規付与日数 － 10日 0日 12日 13日

繰越分も含む
（最大日数）

－ 　　　 10日 10日＋0日＝10日 0日＋12日＝12日 12日＋13日＝25日

入社 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年

※出勤率が、８割未満の場合、
次期において、新規の年次有給
休暇は発生しない。
※有効期間は、２年間。

年次有給休暇が１０日以上付与される労働者（管理監督者を含む）について、

年５日の年休を取得させることが義務づけされました。

出勤率と繰越の参考事例
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「賃金」の支払方のルール（労基法第24条）

賃金の支払い５原則
○ 使用者は、
① 通貨で
② 全額を
③ 毎月１回以上 支払うこと
④ 一定期日に
⑤ 直接労働者に
（例）
① 通貨以外の支払い→×小切手、×現物支給など
② 賃金控除→ ○法令（公租公課）、○労使協定、×損害金
③④毎月１回以上、一定期日に ※○結婚祝い金、○賞与
⑤ 直接払い→×親、×兄弟、×債権者、×代理人
※裁判所の差押え（1/4程度）
※倒産した場合（一定の要件あり）、未払い賃金の立替払制度
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時間外、休日及び深夜の割増賃金のルール

時間外
深夜

午後10:00～
午前5:00

休 日

２割５分以上の ３割５分以上の

１か月６０時間を超える時間外労働 ５割以上の

※ 割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金は、家族手当、
通勤手当など法令で定める手当になります。



割増賃金の具体計算方法

7時間4.5時間0.5時間7.5時間

8:30AM 5:00PM 5:30PM 10:00PM 5:00AM

所定労働時間
法定時間内
残業 法定時間外残業 法定時間外＋深夜残業

２割５分以上 ５割以上

法定時間外残業

1,000円×1.25＝
1,250円

1,000円

深夜残業

1,000×1.5＝
1,500円

100％

25％増

25％増

例）午前８時30分から翌日の午前５時まで勤務の場合
（時給1,000円、所定労働時間７．５H）
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法定休日労働の割増率

例）午前８時30分から午後12時（休憩１時間）
まで労働させた場合、時間給1,000円

2時間12.5時間

8:30AM
10:00PM 12:00PM

休日労働（3割5分以上）
休日労働(3割5分以上)

深夜残業(２割5分以上)

割増賃金 ３割５分以上 割増賃金 ６割以上

1,000円×1.３5＝
1,350円

1,000×1.６＝

1,600円 33

深夜残業25％増
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宮崎県最低賃金時間額

宮崎県最低賃金 の時間額は

１，０２３ 円です。

令和７年１１月１６日以降
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最低賃金額以上を支払う

最低賃金額に達しない
賃金額で労働契約した場合

無効となった部分は

最低賃金額
が適用

無効
となります

宮崎県最低賃金
１時間１，０２３円

時給９００円
で契約 引き上

げられる
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最低賃金の減額特例

正社員正社員

すべての労働者に
適用されます

① 精神または身体障害のため著しく労働能力が低い者
② 試の使用期間中の者
③ 断続的労働に従事する者 など

① 精神または身体障害のため著しく労働能力が低い者
② 試の使用期間中の者
③ 断続的労働に従事する者 など

都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り減額特例

パートタイム労働者パートタイム労働者

アルバイトアルバイト

嘱託 etc…嘱託 etc…

原則

減額特例
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解雇とは

社会の常識にかなう納得できる理由のない解雇は無効。
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解雇の予告（労基法第２０条）

解雇する場合、使用者は

30日以上前の
解雇予告

30日以上前の
解雇予告

30日分以上の
平均賃金の支払い
30日分以上の

平均賃金の支払い
または

※平均賃金を何日分か支払った場合には、
その日数分だけ予告期間が短縮できる。
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退職のルール（ 民法第６２７条・６２８条）

※会社とよく話し合い、円満に退職しましょう。

労働者が自らの意思で、会社を
辞めること。

民法上では、退職の意思表示した日から、２週間経てば、やめるこ
とができます。会社の同意は必要ありません。

民法上では、原則、期間の途中では退職できません。「やむを得な
い理由がある場合」は、やめることができる場合があります。
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健 康 管 理

２．健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項

１．健康診断の実施

【 雇入時、定期健康診断（１年に１回）
深夜業（６か月以内に１回） 】

３．長時間労働者に対する面接指導
（H31年４月改正法施行）

４．ストレスチェックの実施

５．産業医の活動環境の整備
（５，６： H３１年４月施行）

６．健康相談の体制整備、健康情報の適正な取り扱い



困ったときの相談先

【相談窓口】

相談をするために準備

をしておこう

・ メモを取ろう･メモを残そう
出勤・退勤・休憩時間・働いた日、誰にいつ何を言われた…など

・ 記録をとっておこう
給与明細、労働条件通知書、メールなど

労働問題に関するあらゆる分野の相談
（労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせなど）

総合労働相談コーナー
（次ページ参照）

賃金、労働時間、労災保険などの相談労働基準監督署

お仕事を探す上での各種相談、雇用保険、職業訓練などの相談ハローワーク

性別を理由とする差別、ハラスメント、育児介護休業、パートタイム
労働などの相談

宮崎労働局
雇用環境・均等室

労働条件に関する電話相談 0120-811-610
※平日（月～金）17:00～22:00 土・日・祝日 9:00～21:00（12/29～1/3除く）

労働条件ほっとライン
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て

労働問題に関するあらゆる分野（解雇、労働条件、
配置転換、いじめ・嫌がらせ等）の相談を、労働局
及び県内各労働基準監督署に設置した総合労働
相談コーナーにおいてお受けしています。
※ 内容によっては、他の担当部署をご紹介します。

総合労働相談コーナーとは総合労働相談コーナーとは 会社が法律に違反していれば、会社を
指導します。
法違反がなくても、あなたと会社との間に
トラブルがあれば、その解決をめざして
援助します。
あなたの情報を、無断で会社に提供する
ことはありません。プライバシーは厳守し
ます。まずは相談してください！

・宮崎市橘通東３－１－２２
（宮崎合同庁舎４階）

・ＴＥＬ 0985 - 38 - 8821
（業務時間）9時00分～17時00分

業務時間：9:00～16:30 月～金

・宮崎（0985-29-6000） ・延岡 （0982-34-3331）

・都城 (0986-23-0192） ・日南 （0987-23-5277）

『宮崎労働局総合労働相談コーナー』
宮崎労働局 雇用環境・均等室内
『宮崎労働局総合労働相談コーナー』
宮崎労働局 雇用環境・均等室内 『各労働基準監督署内総合労働相談コーナー』『各労働基準監督署内総合労働相談コーナー』
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2021年4月1日

厚 生 労 働 省

宮 崎 労 働 局 労働基準部 監 督 課

介護事業者の勤務環境について

ご 清 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た 。


